
美しい風景を守り、自然と共に育つまちをつくります。

三田市の景観まちづくりのための各種支援制度

自宅を改築した

いんだけど、ル

ールに合ってる

のかなぁ･･･

隣近所で同じ緑化を

したら、イイと思う

んだけど。

共同緑化しない？

地域の景観の

ルールを考え

たいなぁ。

街を魅力的にする活動を支援します。
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そんなときは、景観形成推進員派遣制度をご利用ください。

市が景観まちづくりのアドバイザーを派遣します。

｢景観について学習したい。｣
｢ご近所と一緒になって共同緑化してみたい。｣
｢地域の景観ルールを検討してみたい。｣

1　三田市景観形成推進員派遣制度の概要

三田市景観形成推進員派遣制度は、市内で実施されている良好な景観の形成に資する活動に対して、事
前に登録された景観形成推進員をアドバイザーとして派遣するものです。
市民の皆さんは、次表に示す機会に派遣制度をご利用いただけます。

○アドバイザーの派遣を受けたい人または団体は、三田市景観形成推進員派遣申請書に必要事項を記載
 の上、市都市政策計課まで申請してください。
○景観形成推進員との日程調整等が必要ですので、派遣を希望される日時の1ヶ月前までには申請してく
 ださい。
○アドバイザーとして派遣する推進員は、推進員の専門分野や実績と派遣内容とを考慮し、市で選定し
 ますが、ご希望がある場合は、その旨申請書にご記入ください。
○団体で申請される場合は、団体の規約や会則、活動の概要等がわかる資料があれば、申請書に添付し
 てください。

派遣内容 対象 派遣回数 備　　考

建築物等の修景に関する個別相談

景観協定の締結等に向けた助言・指導

一段の土地の範囲で行う緑化活動に関
する助言・指導

良好な景観の形成を目的に行う勉強会、
研修会の講師

景観計画または景観地区の案の作成に
向けた助言・指導

個人

団体・
グループ

団体・
グループ

団体・
グループ

団体・
グループ

最大3回/件

最大5回/件

最大3回/件

最大3回/件

最大5回/件

景観計画区域内のみ(※)

景観計画区域内のみ(※)

景観計画区域内のみ(※)

※景観計画区域とは、景観法第8条第1項の規定に基づき定められた景観計画の区域をいいます。

ご利用方法

各制度の申請・お問い合わせ先

3　景観形成活動団体認定制度の概要

お隣さんでも
構いません。

｢自宅前の通りを緑で演出したい。｣

｢共同緑化に取り組みたい。｣

｢団体で景観に関する意識啓発を進めています。｣

｢地域で景観ルールを考えています。｣

2　景観形成助成制度の共同緑化メニューの概要
三田市新市街地景観計画区域内の緑豊かで調和のとれた街並みには、地域住民の皆さんのご自宅に

ある庭木や植栽が不可欠です。また、区画道路の通り沿いに統一的かつ連続的に配置された緑は、

通り景観をより潤いのあるものにしてくれます。

共同緑化助成は、こうした緑豊かな街並みに寄与する共同緑化に係る経費を助成するものです。

３名以上で構成された団体で、良好な景観の形成のために、次に示す自主的な活動を行うものを市

が認定し、支援する制度です。

助成の対象

ご利用方法等

道路に面する部分の生垣の設置、壁面や擁壁の緑化等

の植栽に係る経費で、次のいずれかに該当するもの。

ただし、建築物の新築に伴う外構の整備に係る経費は

対象外です。

隣接する戸建て住宅3戸以上で行う共同緑化に係る
経費（助成率1/2、限度額25万円)

1

景観形成の普及及び啓発に関すること1 景観資源の保全及び活用に関すること

良好な景観の形成に資すると認められる活動
（助成率10/10、限度額50万円）

2

地域の良好な景観の形成のための構想及び計画の策定に関すること3

景観形成に関わる市民、事業者及び市との協働に関すること4

隣家が1号により緑化済みの場合において、同様の
緑化を行うために必要な経費
（助成率1/2、限度額5万円)

2

お向かいさん
でも構いません。

＋

同じ緑化をされる場合
に適用されます。

○景観形成助成金交付申請書に必要書類を添付の上、市都市計画課まで申請してください。

○あらかじめ、緑化する隣家3戸以上で景観形成活動団体として認定申請して頂くこととなります。

○共同緑化完了後には、実績報告および完了の審査もありますので、あらかじめご了承ください。

認定申請の方法

○景観形成活動団体認定申請書に必要事項を記

　載の上、市都市計画課まで申請してください。

○申請書には、団体の規約・会則、構成員名簿、

　活動がわかる資料を添付してください。

助成制度

認定された景観形成活動団体には、次の助成制度

が準備されています。

必要書類　①事業計画書　②収支予算書　③景観形成活動団体認定通知書の写し　④その他

※いずれの支援・助成制度も、年度毎の予算の範囲内での実施となりますので、ご希望に添えない場合があります。
　あらかじめご了承ください。


